
1 
 

2026年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方 

 

令和６年 12月５日 

就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議 

１．経緯 

 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が必要不可欠であり、学生が学

業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要である。 

学生の就職・採用活動日程については、2017年まで①日本経済団体連合会（以下「経

団連」という。）による「採用選考に関する指針」の策定、②就職問題懇談会による「申

合せ」、③関係省庁（内閣官房、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省）による経済

団体等への「要請」というプロセスにより毎年度定められてきたが、2018 年 10 月、

経団連は今後「採用選考に関する指針」を策定しない方針を表明した。 

以来、政府において、学生 1が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り

組むことができるよう、毎年度、関係省庁連絡会議を開催し、当該年度の大学２年次

に属する学生等の「就職・採用活動日程に関する考え方」をとりまとめ、就活・採用

活動日程を決定することとした。 

 

２．最近の就職・採用活動の実態 

 

［就職・採用活動に関する要請の周知状況等］ 

（１）2025 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請の周知状況等について、

経済団体に対するフォローアップのためのアンケート調査 2を実施した。 

その結果、就職・採用活動に関する要請の周知状況については、回答があった団体 

の中では、加盟企業等に周知を行った団体が多数を占めた 3。 

就職・採用活動日程については、回答があった団体の中では、就職・採用活動日程

の「ルールは必要であり、現在の開始時期がよい」とする団体が約６割となった 4。

「採用活動の過度な早期化が起こらないよう、一定のルールを設けることは必要」、

「学生の学問等に注力できる時間を確保できるようにすることが必要」といった趣旨

の意見もあり、就職・採用活動日程のルールには、一定の意義があると考えられる。 

 
1 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であるが、大学院

博士課程（後期）に在籍している院生はこの限りではない。 
2 2024年７月～８月に「2025年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動等に関するアンケート調査」を実

施し、393団体から回答（回答率約 30％）を得た。 
3 回答があった団体のうち、加盟企業等へ要請事項を「周知した」とする団体は約 62％であった。「今後周

知する予定」とする団体と合わせると、約 78％が周知済み又は周知予定であった。 
4 回答があった団体のうち、就職・採用活動日程の「ルールは必要であり、現在の開始時期がよい」とする

団体は広報活動開始が約 60％、採用選考活動が約 57％、正式内定が約 61％であった。 
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［2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動の実態］ 

（２）2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動について、学生 5、大学等 6、企業 7向

けのアンケート調査を実施し、直近の就職・採用活動の実態把握を行った。 

就職・採用活動の時期については、学生向け調査において、企業説明会等への参加

のピークを卒業・修了年度に入る前年の９月以前と回答した者の割合は昨年から上昇

した 8。採用面接を受けたピークを１－２月とする回答割合がやや上昇し、ルールよ

りも採用活動が早期化する動きがみられた 9。その一方で、説明会や面接等の日程に

関して、授業や試験等の妨げにならないよう配慮がなされていたと感じた学生の割合

は約８割となった。 

国内企業、外資系企業それぞれの内々定時期についても、調査を行った。就職予定

企業の内々定については、国内企業では６月の割合が最も高い。一方、外資系企業で

は２月以前の割合が約５割となり、国内企業と比べて早い傾向がみられた。 

就職・採用活動日程について、学生向け調査では、広報活動、採用選考活動、正式

内定のいずれの段階においても、「ルールは必要」との回答割合は約７～８割となった。

「現在の開始時期が良い」との回答割合は、広報活動開始が 36.3％、採用選考活動が

32.9％、正式内定が 49.8％となった 10。大学等向け調査では、「現在の開始時期で良

い」との回答割合は、広報活動が 71.3％、採用選考活動が 55.2％、正式内定が 79.1％

となった 11。企業向け調査では、「就職・採用活動の日程について、何らかのルールは

必要」とする回答割合が最も高く（59.6％）、日程の内容については、「現在のままで

いい」が 46.6％、「現在の内容は変えた方がいい」が 53.4％となった 12。 

現在の日程の評価について、学生向け調査では、「先輩の体験など、昨年の就職活動

の情報を参考にすることができた」（54.6％）、「どの時期にどのような就職活動をする

 
5 2024年７月～８月に「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」を実施し、5,045名から回答を得

た。 
6 2024年９月～10月に「令和６年度就職・採用活動に関する調査（大学等）」を実施し、958校から回答を

得た。 
7 2024年９月～10月に「令和６年度就職・採用活動に関する調査（企業）」を実施し、1,441社から回答を

得た。 
8 学生向け調査において、企業説明会やセミナー等に参加したピークの時期を月別にみると、９月以前とし

た回答割合は 27.5％（昨年度は 21.2%）。 
9 学生向け調査においては、採用面接を受けたピークの時期を月別にみると、１月 5.2％（昨年度 4.6％）、

２月 11.5％（昨年度 8.5％）と割合が上昇した。また、2018年度以降を経年比較すると、３月以前がピー

クとの累積割合が 48.5％と過去最多になっており、早期化する傾向がみられた。 
10 学生向け調査は、就活ルールへの考えに対する質問に回答のあった 3,931人の学生が対象。 
11 大学等向け調査は、有効回答 958大学等が対象。その他の選択肢は、広報活動は「３月より早くから開始

した方がよい」（14.9％）、「３月より遅くから開始した方がよい」（3.1％）、「開始時期の設定は必要ない」

（10.7％）、採用選考活動は「６月より早くから開始した方がよい」（27.8％）、「６月より遅くから開始した

方がよい」（4.5％）、「開始時期の設定は必要ない」（12.6％）、正式内定は「10月より早くから開始した方

がよい」（7.2％）、「10月より遅くから開始した方がよい」（2.9％）、「開始時期の設定は必要ない」

（10.7％）。 
12 企業向け調査は、「就職・採用活動の日程について、何らかのルールは必要だと思いますか」（有効回答

1,229社）との問いに対するその他の回答は、「不要」（12.9％）、「わからない」（27.6％）。 
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か予定をたてやすく、準備・行動ができた」（48.7％）など、プラス面の効果を指摘す

る意見があった。 

 

［インターンシップ］ 

（３）学生向けに、近年学生の積極的な参加がみられる「インターンシップと呼称される

もの」（以下「インターンシップ等」という。）13についても、アンケート調査を行った。

それによれば、約８割の学生がインターンシップ等に参加していた。「仕事の内容を具

体的に知ることができた」、「会社の雰囲気を理解することができた」等の効果を指摘

する意見があり、特に、半日又は１日以下の短期で実施されているものよりも、５日

以上の長期のものにおいて、その傾向がみられた 14。 

インターンシップ等と実質的な採用選考との関係については、53.7％のインターン

シップ等に実質的な選考を行う活動 15が含まれ、インターンシップ等の参加後、70.8％

の学生が「インターンシップ参加者を対象とした早期選考の案内」を受け（昨年は

65.2％）、49.2％の学生が「採用試験、面接等を受けた」（昨年は 48.0％）と回答した。

それぞれ昨年よりも割合が高まっており、インターンシップ等が就職・採用活動と関

連付けられている可能性がある。 

なお、あらゆる大学と事前にインターンシップ協定を締結することは現実的でない

中、当該学生の受入れが決まった後に必要な協定事項の確認を求めているケースもあ

ると考えられるが、学生がインターンシップの参加を辞退しないよう、企業の受け入

れが決まった学生について、後追いで当該学生が所属する大学との協定等を求めるケ

ースがあるとの指摘もあった。 

 

［留学経験者向けの配慮］ 

（４）学生向けのアンケートにおいて、留学経験者向けの配慮について調査を行ったとこ

ろ、「多くの企業で配慮していた（24.2％）」「ある程度の企業で配慮していた（34.8％）」

と、留学経験者向けの配慮を肯定する回答割合が約６割となった 16。 

 

［オワハラ］ 

（５）学生向けのアンケートにおいて、「オワハラ 17を受けたことがある」とした者は 9.4%
 

13 学生向け調査においては、「インターンシップと呼称されるもの」を対象として回答を求めた。 
14 学生向け調査においては、インターンシップ等の効果として「仕事の内容を具体的に知ることができた」

と回答した割合は、「５日以上」では 70.0%、「半日又は１日以下」では 49.8%、「会社の雰囲気を理解するこ

とができた」と回答した割合は、「５日以上」では 72.1%、「半日又は１日以下」では 45.9%であった。 
15 実質的な選考を行う活動とは、インターンシップ等の参加が採用面接等を受けるための必須条件になって

いるもの、インターンシップ等終了後に参加者を対象とした採用説明会・採用面接・試験の案内があったも

の、インターンシップ等の結果が内々定の獲得に影響するものが含まれる。 
16 就職を希望した企業において、留学経験者が不利にならないよう留学経験者向けスケジュールや情報を
別途示すなど配慮があったかについて、「わからない」と回答したものは除いて集計した。 
17 学生向けのアンケートにおいては、「企業等から、あなたの意思に反して他の企業等への就職活動の終了
を強要するようなハラスメント行為」を対象として回答を求めた。 
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と、過年度調査と同水準となった。オワハラの内容については、「オワハラを受けたこ

とがある」と回答した者のうち約６割が「内々定を出す代わりに他社への就職活動を

やめるよう強要された」とした 18。 

 

 ３．基本的考え方 

 

［早期化の進行］ 

（１）2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動については、例年と比較すると、就職・

採用活動全体としてルールよりも早期化が進んでおり、来年度以降の状況を注視する

とともに、就職・採用活動日程のルールの遵守については、引き続き周知等を行ってい

く必要がある。 

 

［就職・採用活動日程の要請の必要性］ 

（２）学生、大学等、企業向け調査及び経済団体等向け調査においては、就職・採用活動

日程のルールが必要との回答割合が高い。就職・採用活動の時期の早期化に対する一

定の抑止効果や、学生の就職活動やその準備にあたっての予定の立てやすさの面から、

日程ルールは就職・採用活動に一定の役割を果たしているものと考えられる。 

 

［採用活動の在り方］ 

（３）「新卒一括採用」を中心とした採用活動の在り方については、我が国の雇用の在り方

全体に係る中長期的な課題である。「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2022

年度報告書」においても、企業は、多様な人材を求める観点から、採用の多様化・複

線化、専門人材の採用・育成を重視する傾向があり、学生と仕事・職場のマッチング

が重要である旨が記載されている。 

新卒一括採用は、我が国の若年失業率が、他のＯＥＣＤ諸国と比較して低いことに寄

与していると考えられる。この他、就職・採用活動に関するルールが急激に変更される

ことについては、大学側や中小企業等から、学生に混乱を生じさせるおそれがあるこ

と、就職活動の早期化・長期化が進み学生の学修時間が確保されないこと、中小企業の

採用選考活動の負担が増大すること等の懸念が示されている。 

 

［インターンシップ］ 

（４）インターンシップ等の在り方については、産学協議会における類型化や、学生情報

の取扱い等について見直しが行われ、政府側も３省合意を改正した 19。その上で、2025

 
18 「オワハラを受けたことがある」と回答した者のうち 5.9％が「引き留めを目的として、入社するこ
とについて、保護者のサインを求められた」とした。 
19 以下の 4つのタイプに分類。タイプ１（オープン・カンパニー）：主に企業・就職情報会社や大学キ
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年度（2026年３月）以降に卒業・修了予定の学生に関して、タイプ３のうち専門活用

型（２週間以上）かつ卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に実施されるインター

ンシップを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、その

ことに着目し、３月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、６月より以前のタ

イミングから採用選考プロセスに移行できることとした。 

これらの趣旨・内容が十分に周知徹底され、学生のキャリア形成支援を充実させるこ

とを通じて、学生のキャリア形成や企業とのマッチング促進など、学生・企業の双方に

メリットのあるインターンシップが行われることが強く期待される。 

   その上で、インターンシップについても、その参加の辞退について、インターンシ

ップの円滑な運営のために合理的な範囲を超えて、学生の選択の自由を損なわないよ

うにすることが求められる。 

 

［オワハラ］ 

（５）学生の職業選択の自由を妨げる行為（いわゆる「オワハラ」）の防止を引き続き徹底

する。オワハラは、憲法で保障された職業選択の自由を侵害する許されない行為であ

る。 

企業の対応が学生にオワハラと受け止められれば、その企業が法令違反に問われる

可能性があるほか、社会的信用の失墜や企業イメージの低下につながることも懸念さ

れる。 

青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第７条の規定に基づ

く「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職

業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27 年厚生労働省

告示第 406号）において、「採用内定又は採用内々定を行うことと引換えに、他の事業

主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等青少年の職業選択の自由を妨げ

る行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年

に対する公平かつ公正な就職機会の提供の観点から行わないこと」とされていること

を認識する必要がある。 

企業側が内（々）定を出した学生の保護者に対して、学生の内定承諾の意思の確認等

を行う、いわゆる「オヤカク」と称されるものについては、例えば、企業が保護者にも

 
ャリアセンターが主催するイベント・説明会を想定。タイプ２（キャリア教育）：主に企業が CSRと
して実施するプログラムや、大学が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）

を想定。タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：主に企業単独、大学が企業あるいは

地域コンソーシアムと連携して実施する、適性・汎用的能力ないしは専門性を重視したプログラムを

想定。タイプ４（高度専門型インターンシップ）：文部科学省を中心に試行的に実施している「ジョブ

型研究インターンシップ」や、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」で検討している「高度な

専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ」が該当。このうち、(a)就業体験要件、(b)指導
要件、(c)実施期間要件、(d)実施時期要件、(e)情報開示要件の５つを満たすタイプ３及びタイプ４のみ
をインターンシップと称することとし、2024年度の卒業・修了予定者から当該インターンシップで得
られた学生情報の活用が可能とされた。 
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企業情報を提供するなど、入社に際しての保護者の不安を解消し、企業に対する理解を

深めることを目的とするケースがある一方で、内定辞退の防止を目的として、内定を承

諾することに保護者の同意を強要するといったケースもあると指摘されている。そう

した行為は、学生の職業選択の自由を妨げるものとして、上述のオワハラに該当し得る

ことに留意が必要である。 

 

４．本連絡会議としての結論 

 

（１）2026年度（2027年３月）卒業・修了予定者の就職・採用活動について、学生が学修

時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるよう、以下の措置を

講ずる。 
 

①  政府として、これまでと同様、今年度末を目途に、経済団体等に対して、2026年

度卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する要請を行う。 

その日程については、以下のとおりとする。 

その上で、学事日程等への配慮、海外留学者等の多様な採用選考機会の提供等の

論点を含む要請内容の詳細 20については、経済界や大学側とも対話しながら、関係

省庁において、引き続き検討を行う。 

 

Ⅰ．内容 

下記の就職・採用活動日程ルールを原則とする。 
 

・ 広報活動 21開始  ：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

・ 採用選考活動 22開始：卒業・修了年度の６月１日以降 

・ 正式な内定日   ：卒業・修了年度の 10月１日以降 

 

その上で、Ⅱ．の人材については、 

 
20 政府が経済団体等に対して行っている要請の中では、就職・採用活動日程以外にも、学事日程等への配

慮、日本人海外留学者や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供、公平・公正で透明な採用の

徹底、成績証明等の一層の活用、クールビズ等への配慮、卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い、といっ

た事項を要請している。このほか、インターンシップについては、政府として、「インターンシップを始め

とする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（令和４年６月 13日改定）を

示しているところである。 
21 採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生に対して広く発信していく活動を
いう。その開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社や就職支援サービス会社の運

営するサイト等で学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。広報活動の開始期日よ

り前に行う活動は、不特定多数に向けた一般的なものにとどめる必要がある。 
22 一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動をいう。具体的には、選考の意思をも
って学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステ

ップに進めないものであり、こうした活動のうち、時間と場所を特定して学生を拘束して行う面接や

試験などの活動をいう。 
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(i) 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会が令  

和４(2022)年４月にまとめたタイプ３のうち専門活用型インターンシップ

を活用すること、かつ、 

(ii) インターンシップ後の採用選考を経ること 

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする 。 

 

Ⅱ．対象 

 

対象となる人材は、産学協議会が令和４(2022)年４月にまとめたタイプ３のう

ち、専門活用型インターンシップを通じて判断される者とする 。 

 

（参考）タイプ３のインターンシップ（就業体験、自らの能力の見極め、評価材

料の取得） 

汎用的能力・専門活用型インターンシップ 

(i)汎用的能力活用型インターンシップ      実施期間は５日以上 

(ii)専門活用型インターンシップ        実施期間は２週間以上 

注）実施期間のうち半分を超える日数は職場での就業体験が必要 

 

Ⅲ．留意事項 

 

Ⅰ.及びⅡ.の実施に当たっては、 

（ａ）透明性確保のため、Ⅱ．の人材を求めるためにインターンシップを実施

する企業は、以下の内容を含む事項をＨＰ等で公表する。 

１）産学協議会（令和４（2022）年４月）に準拠したタイプ３のインターン

シップの開示要件 

a.プログラムの趣旨（目的） 

b.実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等 

c.就業体験の内容（受入れ職場に関する情報を含む） 

d.就業体験を行う際に必要な能力 

e.インターンシップにおけるフィードバック 

f.採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報

を活用する旨（活用内容の記載は任意） 

 注）ここでいう「採用活動開始」の時期については、専門活用型インタ

ーンシップを実施し、６月より前に採用選考を開始する場合には、そ

のときからとする。 

g.当該年度のインターンシップ実施計画（時期・回数・規模等） 
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h.インターンシップに係る実績概要（過去２～３年程度） 

i.採用選考活動等の実績概要 

２）その他の開示要件 

j.就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準（GPA 等） 

k.就業体験を行う際に学生に求める専門的能力 

l.参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画（採用人数等） 

 

（ｂ）多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士課

程学生、既卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生など多様な人材にも、

同様のインターンシップ、採用選考の機会を設ける。 

 

（ｃ）実施企業は、学生の専門性や能力に応じ、就業後におけるその学生のキャ

リアパスが適切に形成されることに配慮して、採用を行う。 

 

②  学生の職業選択の自由の確保のため、新卒等の採用を行う企業に対し、学生の

幅広い就職活動を認め、オワハラは行わないこと及びその実効性の担保のため、

学生が相談できる窓口を設けることを要請する。 

 学生と企業のマッチング機能を担う職業紹介事業者に対しても、オワハラを行

わないこと 23及び学生が相談できる窓口を設けることを要請する。 

大学は、学生に対し、内々定を受けた後であっても、引き続き就職活動ができる

旨を周知徹底する。仮に不当な行為等があった場合には、キャリアセンター等の

窓口で相談や企業に対する申し入れができるよう環境を整備する。同時に、学生

に対して、不必要に複数の内々定を保持する行為などは厳に慎み、節度ある就職

活動を行うよう周知徹底する。 

都道府県労働局・ハローワークにおいても、学生からの相談を受けつけ、相談者

の意向も踏まえつつ、事実確認の上で、適切に対処する。都道府県労働局・ハロー

ワークと大学のキャリアセンター等の窓口は、事例の共有等の連携を行う。 

 

（参考）オワハラについて 

現に採用・就職活動の現場でみられるオワハラに該当し得る例としては、次の

ようなものが挙げられる。 

ただし、オワハラは、これらの例に限られるものではない。 

 

 

 
23 職業紹介事業者が就活エージェント等の名称で提供する職業紹介サービスを学生が活用し企業から

内々定を受けた際、当該就活エージェント等から、他企業への就職活動の終了を迫られる等の事例が

みられる。 
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・ 自社の内（々）定と引換えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要する

こと 

・ 自由応募型の採用選考において、内（々）定と引換えに、大学等又は大学教

員等からの推薦状の提出を求めること 

・ 他社の就活が物理的にできないよう、研修等への参加を求めること 

・ 内定承諾書等の早期提出を強要することや、内定辞退の防止を目的として、

内定を承諾することについて、保護者の同意を強要すること 

・  内（々）定辞退を申し出たにもかかわらず、引き留めるために、何度も話し

合いを求めること 

・ 内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内定辞退の防止を目

的として、内（々）定を辞退した場合は研修費用の返還を求める、あるいは、

事前にその誓約書を要求すること 

 

併せて、新卒等の採用を行う企業に対し、インターンシップについても、その参

加の辞退について、インターンシップの円滑な運営のために合理的な範囲を超えて、

学生の選択の自由を損なうような行為 24は行わないことを要請する。 

 

③  引き続き、就職・採用活動日程、オワハラの防止の周知徹底、広報、要請内容の

周知状況について、経済団体等を通じたフォローアップを行うとともに、毎年度の

就職・採用活動の状況について、学生・大学等・企業向けのアンケート調査等を実

施することによって、実態把握に努める。 

 

（２）2027年度（2028年３月）の卒業・修了予定者の就職・採用活動日程については、引き続

き、経済界や大学側とも対話しながら、関係省庁において検討を行う。 

 

 
24 これに該当し得る例としては、自由応募型のインターンシップの選考において、インターンシップ
の参加を学生が辞退しないように、大学との協定等を条件とすることが挙げられる。 


